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区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

行政職
主事
技師

主事補
技師補

主事
技師

主幹 係長 課長補佐 課長
副参事

参事 部長
理事

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 計

職員数 109人 61人 157人 164人 81人 52人 17人 14人 655人

構成比 16.7% 9.3% 24.0% 25.0% 12.4% 7.9% 2.6% 2.1% 100%

区　分 給料月額等

給料

　市長 970,000円

　副市長 770,000円

　教育長 670,000円

報酬

　議長 500,000円

　副議長 450,000円

　議員 400,000円

区　分 支給割合

期
末
手
当

　市長

平成27年度

　006月期：1.475月分
　012月期：1.625月分
　　　0計：3.100月分

　副市長

　教育長

　議長

　副議長

　議員

区　分 古河市 茨城県

一般行政職
大学卒 174,200円 177,600円

高校卒 142,100円 144,300円

技能労務職 高校卒 139,500円 141,900円

古河市 茨城県

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

  6月期 1.225月分 0.750月分 1.225月分 0.750月分

12月期 1.375月分 0.750月分 1.375月分 0.750月分

計 2.6月分 1.5月分 2.6月分 1.5月分

※1級：定型的な業務を行う主事、技師　　※2級：高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事、技師

（2）職員の初任給の状況

(平成27年4月1日現在)

（4）級別の標準的な職務内容
(平成27年4月1日現在)

（5）一般行政職の級別職員数の状況
(平成27年4月1日現在)

（3）職員の期末・勤勉手当の状況

(平成27年4月1日現在)

（6）特別職の報酬等の状況

(平成27年4月1日現在)

3．職員の福利厚生制度の概要

●職員の福利厚生については、地方公務員法
第42条に基づいて定められた地方公務員等
共済組合法により、茨城県市町村職員共済組
合が運営主体となっている共済制度がありま
す。共済組合では、組合員である職員とその
被扶養者の病気やケガ・出産・死亡等に対し
て必要な給付を行う「短期給付事業」、職員
の退職・障害・死亡に対して年金または一時
金の給付を行う「長期給付事業」、健康の保持
増進や住宅資金の貸し付けなどの「福祉事業」
を行っています。

●互助会組織として「古河市職員互助会」を
組織し、会員は全職員で877人(平成27年
4月1日現在。特別職を含む)となっています。
相互扶助および福利厚生を目的に、人間ドッ
ク助成や市主催のまつり等の行事にも参加し、
市民の皆さんとの交流を図っています。


